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日
本
駐
留
米
兵
の
裁
判
権
に
係
る
日
米
密
約
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
四
月
十
日
付
読
売
新
聞
夕
刊
一
面
に
、
「
『
米
兵
裁
判
権
を
放
棄
』

日
米
が
秘
密
合
意

一
九
五
八
年
文
書
で
判

明
」
と
の
見
出
し
で
、
一
九
五
二
年
に
締
結
さ
れ
た
旧
日
米
安
全
保
障
条
約
の
付
属
協
定
で
あ
る
日
米
行
政
協
定
に
よ
り
、
日

本
に
駐
留
す
る
米
兵
ら
の
事
件
に
関
し
、
実
質
的
に
米
国
側
に
裁
判
権
を
譲
る
と
し
た
と
の
密
約
（
以
下
、
「
裁
判
権
密
約
」

と
い
う
。
）
を
示
す
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
外
務
省
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
記

事
（
以
下
、
「
読
売
記
事
」
と
い
う
。
）
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
五
六
号
）
並
び
に
「
前
回
答
弁
書
」

（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
三
八
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
読
売
記
事
」
の
内
容
は
事
実
か
、
今
回
、
「
裁
判
権
密
約
」
を
示
す
文
書
が
外
務
省
に
お
い
て

見
つ
か
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
本
年
三
月
九
日
、
外
務
省
は
、
い
わ
ゆ
る

『
密
約
』
問
題
に
関
す
る
調
査
の
結
果
と
併
せ
て
関
連
の
文
書
を
公
表
し
た
。
当
該
文
書
の
中
に
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
四

日
の
岸
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
）
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
国
大
使
（
当
時
）
と
の
会
談
を
記
録
し
た
文
書
（
以
下
「
本
件

文
書
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
。
本
件
文
書
に
は
、
同
大
使
が
、
千
九
百
五
十
三
年
十
月
二
十
八
日
の
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る

分
科
委
員
会
の
文
書
に
、
日
本
側
が
あ
る
場
合
に
裁
判
権
を
譲
る
趣
旨
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
同
文
書
の
公
表
を
要

一



請
し
た
と
の
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
。
お
尋
ね
の
文
書
は
、
本
件
文
書
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
刑
事
裁
判
権
に
関
し
、
我
が
国
が
一
定
の
場
合
に
、
我
が
国
の
当
局
が
有
す
る
裁
判
権
を

行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
米
国
側
と
の
間
で
合
意
し
た
内
容
の
文
書
そ
の
も
の
の
存
在
を
今
回

外
務
省
が
確
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
も
な
さ
れ
て
い
る
。
同
省
と
し
て
、
「
裁
判
権
密
約
」
の
存
在

を
確
認
し
て
い
る
の
か
否
か
、
過
去
に
我
が
国
と
米
国
の
間
で
、
あ
る
一
定
の
場
合
に
、
我
が
国
が
有
す
る
裁
判
権
行
使
の

第
一
次
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
の
か
。
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

二

一
で
、
そ
の
様
な
合
意
を
交
わ
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
、
そ

れ
は
適
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
裁
判
権
密
約
」
に
つ
い
て
「
外
務
省
と
し
て
、
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
調
査
の
結
果
の
公

表
後
、
御
指
摘
の
よ
う
な
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
お
尋
ね
の
『
裁
判
権
密
約
』
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
適

切
な
形
で
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
く
よ
う
努
力
し
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
、
「
裁
判
権

密
約
」
に
係
る
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
ど
の
様
に
し
て
、
い
つ
ま
で
を
目
処
に
「
適
切
な
形
で

説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
く
」
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二



四

過
去
の
質
問
主
意
書
で
、
「
裁
判
権
密
約
」
は
存
在
す
る
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の

『
文
書
』
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
刑
事
裁
判
権
に
関
し
、
我
が
国
が
一
定
の
場
合

に
、
我
が
国
の
当
局
が
有
す
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
（
以
下
「
第
一
次
裁
判
権
」
と
い
う
。
）
を
放
棄
す
る

こ
と
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
側
と
の
間
で
合
意
し
て
い
た
と
の
事
実
は
な
く
、
外
務
省
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
行
っ

て
い
な
い
。
」
、
「
米
軍
人
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
当
局
が
有
す
る
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
し
た
こ
と
は
な

い
。
」
、
「
刑
事
裁
判
権
に
関
し
、
我
が
国
が
一
定
の
場
合
に
、
我
が
国
の
当
局
が
有
す
る
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ

と
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
側
と
の
間
で
合
意
し
て
い
た
と
の
事
実
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
た
。
前
回
質

問
主
意
書
で
、
こ
れ
ら
答
弁
の
起
案
・
作
成
、
及
び
決
裁
に
関
わ
っ
た
者
の
当
時
の
官
職
氏
名
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回

答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
答
弁
書
は
、
外
務
省
北
米
局
に
お
い
て
起
案
し
、
外
務
省
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た

上
で
、
内
閣
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
岡
田
克
也
外
務
大
臣
と
し
て
、
「
裁
判
権

密
約
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
右
の
答
弁
書
を
起
案
し
た
外
務
省
北
米
局
の
者
に
対
し
、
何
ら
か
の
対
応
を
と
る
考

え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


